
 

岩手県赤十字血液センターにおける献血者への誤穿刺事例について 

（日本赤十字社血液事業本部 報告） 

１．事故の概要 

○ 平成 27年 1月 19日 15時 42分頃、岩手県赤十字血液センター管内の移動採血車

による献血会場において、採血前の検査を行う看護師が、Ａ献血者に使用した比重

針※１をリキャップ※２し、一時的にキャップ台に立てたまま廃棄し忘れ、誤って次

のＢ献血者にも使用してしまう事故が発生した。  

○ 穿刺直後に比重針のチューブ内に血液が付着していることに気付き、即座に抜針

した。 

※1)「比重針」とは、献血前に血色素を測定するために実施する採血に使用する専用の針 

※2)「リキャップ」とは、比重針を保護するキャップを使用前に一度はずし、使用後に再度装着

すること。 

 

２．事故後の対応 

○ 1月 19日、岩手県赤十字血液センターから血液事業本部へ本件事故の第一報を

連絡した。 

○ 同日、Ｂ献血者に対し、ご本人の同意を得て、感染症関連検査※を実施し、すべ

ての検査項目が陰性であることを確認した。 

○ 1月 20日、血液事業本部から厚生労働省血液対策課へ本件事故の第一報を連絡

した。また、岩手県赤十字血液センターから岩手県健康国保課に本件事故の第一報

を連絡した。 

○ 同日、Ａ献血者の感染症関連検査結果について、HBs抗体以外の検査項目は、す

べて陰性であることが確認できたため、ウイルス等の感染の可能性は極めて低いこ

とをＢ献血者に説明した。また、Ｂ献血者については、今後６か月間、定期的な追

跡検査を行うことをご了承いただいた。 

※2月 17日、3月 18日、4月 20日、5 月 20 日に感染症関連検査を実施し、すべて陰性であった。 

○ 1月 22日、岩手県赤十字血液センターが本件事故に関するプレスリリースを行

った。（別紙 1参照） 

   ※感染症関連検査 

血清学的検査：HBs抗原、HBc抗体、HBs抗体、HCV抗体、HIV1/2抗体、 HTLV-1抗体、 

梅毒抗体、パルボ B19抗原 

核酸増幅検査：個別ＮＡＴ（HBV，HCV，HIV） 

NSCLP
テキストボックス
資料　４－４



 

３．今回の事故の問題点 

今回の事故は、検査を行った看護師が、Ａ献血者に使用した比重針をリキャップ

し、一時的にキャップ台に立てて廃棄し忘れたため発生したものである。その原因

としては、血液事業本部作成の採血部門の標準作業手順書（ＳＯＰ）に「原則とし

て、使用済みの使用針はリキャップをせずに廃棄する」となっていたことから、岩

手県赤十字血液センターでは、リキャップしないことによる二次感染の恐れを考慮

して「岩手県赤十字血液センター採血管理マニュアル」において、「使用後の比重

針はリキャップしたのち廃棄すること」としていたこと、また、感染性廃棄物容器

が比重針を直ちに廃棄しにくい場所に設置されていたことが問題として挙げられ

る。 

※血液センター業関連文書では、採血ＳＯＰ採血管理（本部制定）はＣランク文書であり、採血管

理マニュアル（地域血液センター制定）はＤランク文書である。採血ＳＯＰ採血管理が上位文書

となる。 

 

４．再発防止策 

（１）岩手県赤十字血液センターの再発防止策 

ア． 1月 20日から、県内全採血施設において、次の改善を実施した。 

①穿刺後の針を直ちに廃棄できるよう、感染性廃棄物容器の配置を見直し、容

器が転倒しないように固定したこと。                 

②使用後の比重針はリキャップをせずに直ちに廃棄することとしたこと。 

③キャップ台を撤去し、比重針は使用直前に使用包装袋から取り出して使用す

ること。 

イ． １月 20日～26日にかけて、採血課の全職員に対して、比重針の使用方法及び

廃棄方法について教育訓練を実施した。 

ウ． 1月 27日、「岩手県赤十字血液センター採血管理マニュアル」を上記アの内容

に変更した。（別紙 2「旧採血管理マニュアル」（9）②下線部、別紙 3「改定後採

血管理マニュアル」1.9（4）（9）（12）①②下線部、別紙 4「移動採血車内の感

染性廃棄物容器の設置位置、変更前・変更後」参照） 

（２）日本赤十字社血液事業本部における再発防止策 

ア． １月 21日、全国の血液センターの採血課職員に対して、使用済み比重針の取

扱いを徹底するよう「使用済み比重針の取扱いの徹底について」（総括副本部長

通知）を全国の血液センター所長宛に通知した。（別紙 5「使用済み比重針の取

扱の徹底について」2（1）（2）下線部参照） 



 

イ． 2月 20日、全国の血液センター所長宛に「採血前検査における使用済み比重

針及び採血針の取扱いの変更について」（総括副本部長通知）で次の内容につい

て通知した。（別紙 6-1、1（1）（2）（3）（4）、3（1）（2）下線部、6-2、6-3、7.8

（7）下線部参照） 

①使用済みの比重針の取扱いを、リキャップせずに直ちに廃棄すること。 

②使用後の比重針を直ちに廃棄できるように感染性廃棄物容器の配置に配慮

すること。 

③血液事業本部作成の採血部門の標準作業手順書（ＳＯＰ）を①及び②の内容

に改訂修正したこと。 

④ＳＯＰ改訂に伴う実際の比重針の取扱い状況等を、3月 15日までに血液事業

本部に報告すること。 

   ※上記④各血液センターの状況調査結果においては、リキャップをしている施設

が移動採血において 47％、固定施設において 24％であったが、「採血前検査に

おける使用済み比重針の取扱いの変更について」（総括副本部長通知）に基づ

き、平成 27年 3月 31日を以て、全国すべての施設において、リキャップをせ

ずに廃棄する手順に変更されたことを確認した。（別紙 7参照） 

 

５．都道府県の対応 

○ 2月 10日～20日に県内採血施設８ヵ所で、また、3月 17日に 2か所で、岩手県

庁及び保健所による立入調査が行われ、改善事項はなかった。（合計１０ヶ所） 



    

注１ 比重針とは、献血前に貧血の有無を確認するためのヘモグロビン濃度計測のための採血針 

注２ リキャップとは、比重針保護のためのキャップを一度外し、針を使用した後に再度装着すること 

 

             平成 27年 1月 22日 

献血者への誤穿刺について（お詫び） 

報道機関 様 

 

 このたび、岩手県赤十字血液センター検査担当看護師の不手際により、直前の献血者様の使用済

の比重針（注１）を誤って次の献血者様に使用する事故がありました。 

 穿刺過程で直ぐに気づき抜針したものの、被害を受けられた献血者様をはじめとして献血実施事

業所の皆様には多大なるご迷惑をおかけし、さらには、善意で献血事業にご協力頂いている県民の

皆様にもご不安をおかけする事態に至りましたことを深く反省し、お詫び申し上げます。 

 事故後直ちに、原因の究明とともに再発防止策を講じ、徹底した職員教育を行い、これまで以上

に安心して献血にご協力頂ける環境整備に努めてまいります。 

当血液センターでは、今回の事故を厳粛に受け止め、深くお詫び申し上げるとともに、県民の皆

様におかれましては、今後とも、最新医療の支えとなる献血事業にご協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 

事故の概要と感染対策、改善への対応は以下のとおりです。 

１．発生日時 

   平成 27 年 1 月 19 日（月）15 時 42 分 

 

２．発生場所 

   沿岸部の事業所 

 

３．概 要 

   検査担当の看護師は、新しい比重針をリキャップ台（注２）に立てて使用していました。血液型判定

に気を取られ、直前のＡ献血者様に使用した検査採血用の比重針を、直ちに廃棄せずにリキャップ

台に戻し、規定に反し放置したことから、未使用の新しい比重針と思い込み、次のＢ献血者様の検

査採血に使用したものです。血管に向け穿刺する過程で、針に続くチューブへの少量の血液付着か

ら、使用済の比重針であることに気付き、直ちに抜針しました。 

 

４．感染対策 

 A 献血者様は健康であり、事故当日の血液は、一般感染検査並びに核酸増幅法（NAT）等による

感染症検査の結果、異常は認められず、被害を受けられた B 献血者様の感染症検査の結果も同様

でした。よって, Ｂ献血者様に対して今回の事故を媒介とした肝炎ウイルス等の感染の可能性は極

めて低いと考えられます。しかし、完全な否定には、今後 6 ケ月間の定期的な検査と経過観察が必

要なことから、深謝と共に、御協力をお願いしました。 

 

５．再発防止策 

１）リキャップ台は撤去し、使用済みの比重針は直ちに専用容器に廃棄する。 

２）新しい比重針は、作業台上におかず、使用時に包装袋から取り出し、そのまま使用する。 

 ３）このための教育訓練を徹底して行う。 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

  岩手県赤十字血液センター  事業部長  佐藤 繁雄 

                総務課長  鈴木 洋一 

                  TEL 019-637-7200  FAX 019-637-4371 

 別紙 1  （写し） 



 旧採血管理マニュアル 別紙 2

採血管理 C3D005 

5．採血前検査 
検査用血液採取と管理 

版数 3 

1. 9検査用血液採取と管理 

(１)  採血に適した血管がある腕を採血側とし、Sys『ラベル選択』画面穿刺血管欄に
穿刺部位（左・右）を選択後、反対側の腕で採血前検査用血液を採取する。 

(２)  検査側の肘関節より約 10cm上を駆血帯でしばり、静脈を怒張させたのち消毒用
綿花を用いて穿刺部位を中心に末梢から中枢に向かってあらゆる方向に拭く。 

(３)  皮膚消毒後は消毒部位に触れてはならない。触れた場合は再度消毒する。 

(４)  消毒液が乾燥したことを確認後穿刺し、検査用血液を採取する。 

(５)  検査用に選定した血管より比重針で血球計数検査用試験管に規定量を採取する。 

(６)  駆血帯をはずし、抜針と同時に針跡に消毒用綿花を当てて圧迫する。 

(７)  針刺し事故防止の為、使用した針は速やかに処理する。     

(８)   インジェクションパットを貼付し止血ベルトにて圧迫固定する。 

(９)   使用済み器具の取扱い 

① 針刺し事故防止の為、採血前検査に用いた針や注射器は、針刺し事故防止のた

めに速やかに処理する。 

② 原則としてリキャップはしないが感染性廃棄物容器の保管場所を考慮して、リ

キャップ台を使用しリキャップ後、速やかに処理する。 

③ 業務開始前（写真１）は、感染性廃棄物容器に黄色のバイオハザードマーク未

貼付のものを準備するが、業務開始時（写真２）には黄色のバイオハザードマー

クが貼付してあること。 

（写真１）                （写真２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 採血前検査に使用した血液型判定板、消毒用綿花、血液型判定用抗体の空瓶等は一

般ゴミと区別し、感染性廃棄物として処理する。 

⑤ 感染性廃棄物の管理 

   【衛生管理マニュアル】「感染性廃棄物管理」（18/23 参照） 
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別紙 3 

採血管理 検査用血液採取と管理 C3D005 
 

5．採血前検査 版数 4 

1. 9 検査用血液採取と管理 

(１) 採血に適した血管がある腕を採血側とし、反対側の腕で採血前検査用血液を採取する。 

(２) 検査側の肘関節より約 10cm 上を駆血帯でしばり、静脈を怒張させたのち消毒用綿花を 

用いて穿刺部位を中心に末梢から中枢に向かってあらゆる方向に拭く。 

(３) 皮膚消毒後は消毒部位に触れてはならない。触れた場合は再度消毒する。 

(４) 消毒液が乾燥したことを確認後、穿刺直前に比重針を包装袋から取出し、針先キャップ 

を外し（キャップは片手で外さない）、キャップは直ぐに廃棄してから穿刺する。 

(５) 検査用に選定した血管より比重針で規定量（2ｍL）を採取する。 

(６) 駆血帯をはずし、抜針と同時に針跡に消毒用綿花を当てて圧迫する。 

(７) 移動採血車の場合は、血色素測定のため抜針後に針先より、2～3 滴血液を血液型判定 

版の上段に滴下する。【献血者選択及び安全管理マニュアル】（7/9 参照） 

＊大通り出張所では、自動血球計数装置により血色素測定をするため（７）の手順は省略 

(８) 血液型判定を必要とする場合は、(７)の後に血液型判定版の窪みに血液を針先より 1 適ず

つ落とした後、試験管へ採取する。【献血者選択及び安全管理マニュアル】（7/9 参照） 

(９) 血球計数検査用試験管への採取は、試験管立てに立てたまま手に持たずゴム栓の中心部 

に針を垂直に刺し血液を採取し、採取後は例外なく速やかに比重針を感染性廃棄物容器に 

廃棄する。 

(10)  穿刺部位にインジェクションパットを貼付し止血ベルトにて圧迫固定する。 

注意：止血ベルトは作業台上に直接載せないこと。 

(11) 作業台の上には、血液付着物がないことを確認後、次の献血者を誘導する。 

(12）使用済み器具の取扱い 

① 針刺し（血液汚染）事故防止の為、採血前検査に用いた針や血液付着物は、使用後は

速やかに感染性廃棄物容器に廃棄する。 

②  ≪大通り出張所の場合≫ 

感染性廃棄物容器は、作業台の下（写真 1）に設置し使用する。蓋は常時閉まってい

るが、使用後の針や血液付着物を入れる時にペダルを踏んで（写真 2）蓋を開けて捨て

る。 

 

 

 

写真 1                  写真 2 
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採血管理 検査用血液採取と管理 C3D005 
 

5．採血前検査 版数 4 

≪移動採血車の場合≫ 

感染性廃棄物容器は、作業台の下（図 1及び写真 3・4）に設置し使用する。使用時の

蓋はテープなどで固定するが、移動時は蓋を閉じ転倒しないように保管する。 

 

 

図 1           

                    

  

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

写真 3     写真 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 業務開始前は、感染性廃棄物容器に黄色のバイオハザードマーク未貼付のものを準備

するが、業務開始時には黄色のバイオハザードマークが貼付してあること。 

 ④ 採血前検査に使用した血液型判定板、消毒用綿花、血液型判定用抗体の空瓶等は一般ゴ

ミと区別し、感染性廃棄物として処理する。  

⑤ 感染性廃棄物の管理 

   【衛生管理マニュアル】「感染性廃棄物管理」（18/23参照） 

 

 

 

感染性廃棄物容器置場 







別紙4

移動採血車内の感染性廃棄物容器の設置位置（改善前）

感染性廃棄物容

献血者 

キャップ台 

採血前検査担当

感染性廃棄物容



移動採血車内の感染性廃棄物容器の設置位置（改善後）

作業台③

採血前検査 

感染性廃棄物容



 

別紙 5 

（1年保存）                            

              血 採 第 ８ 号         

平成 27 年１月 21 日 

 

各赤十字血液センター所長 様 

 

日本赤十字社   

血液事業本部 総括副本部長 

                              （公印省略） 

 

使用済み比重針の取扱いの徹底について 

 

採血前検査において使用済みとなった比重針の取扱いについては、平成 23 年１月 24

日に使用済み比重針による献血者への針刺し事故が発生したことから、同年１月 28日付

血採第６号「使用済み比重針の取扱いについて」により注意喚起を行い、「採血 SOP 採血

管理」(C3C005)において「使用済み器具の取扱い」を記載し対応しているところです。 

今般、移動採血車における採血前検査において、同様の針刺し事故が発生しました。 

ついては、使用済みの比重針に関する事故の再発を防止するため、関係職員に対して

下記の内容について周知し、比重針の取扱いを徹底するよう通知します。 

 

記 

 

１ 事故事例 

（１）発生年月日 

平成 27 年 1月 19 日 

（２）概要 

採血前検査において、使用した比重針をリキャップし、速やかに廃棄すべき

ところをリキャップ台に立てたまま放置した。このことを失念し、リキャップ

台に立っている比重針を次の献血者に使用する未使用の比重針と思い込み使

用した。 

 

２ 比重針の取扱い 

当該事例の詳細な発生原因については現在調査中であるが、使用済み比重針を直

ちに廃棄することを怠ったこと及びリキャップ台を未使用の比重針立てとして使用



したことに起因することから、平成 23 年１月 28 日付血採第６号及び採血 SOP に基

づき、以下の取扱いを徹底すること。 

（１）穿刺後の比重針は、針刺し事故防止のため、原則としてリキャップをせず堅

牢な容器に直ちに廃棄すること。やむを得ずリキャップをする場合も同様にリ

キャップ後、直ちに廃棄すること。 

（２）リキャップ台を未使用の比重針立てとして使用しないこと。 

 

３ 留意事項 

（１）針刺し事故等が発生した際には、「採血 SOP 衛生管理」(C3C001)の「2.5 病原

性を持つ微生物等による職員の感染防止措置に関する事項」の項に準じて速や

かに対応すること。 

（２）今後、比重針の取扱い方法の現状に係る調査を予定しており、当該調査につ

いては別途連絡すること。 
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（３年保存）                                      

血 採 第 １ ４ 号 

     平成 27 年２月 20 日 

 

各赤十字血液センター所長 様 

 

日本赤十字社  

血液事業本部 総括副本部長 

（公印省略） 

 

採血前検査における使用済み比重針及び採血針の取扱いの変更について 

 

標記の取扱いについては、平成 23 年１月 28 日付血採第６号「使用済み比重針の取扱

いについて（注意喚起）」により通知し、また「採血 SOP 採血管理」（C3C005）に当該取

扱いを記載しております。 

さらに、平成 27 年 1 月に発生した献血者への誤穿刺事故を受け、平成 27 年１月 21

日付血採第８号「使用済み比重針の取扱いの徹底について」により当該取扱いの徹底に

ついて通知したところですが、今後、同様の誤穿刺事故を発生させないため、当該取扱

いを下記のとおり変更することとしたので、遺漏なく対応願います。 

 

  記 

 

１ 使用済み比重針及び採血針の取扱いの変更について 

     （１）リキャップをせず感染性廃棄物容器に速やかに廃棄すること。 

（２）感染性廃棄物容器は速やかに廃棄できる場所に設置すること。また、廃棄した比

重針等により職員等への針刺し事故の二次的過誤が発生しないよう、容器の工夫及

び転倒防止を図ること。 

（３）採血前検査において、キャップ台は設置しないこと。 

（４）採血前検査の再検査を行う際には、血球計数検査用試験管に採取した血液を使用

することとし、使用済み比重針を再検査に使用しないこと。 

 

２ 業関連文書の変更について 

          （１）対象文書 

  ア 「C3C005 採血 SOP 採血管理（版数５）」 
イ 「C3C005 採血 SOP 採血管理（版数６）」 

        （２）主な変更箇所（詳細は別紙１及び２のとおり）        

ア 採血前検査に用いた比重針及び注射器の廃棄手順について、「原則としてリキ



ャップをせず」としていた手順より「原則として」を削除した。 

    イ  キャップ台を使用する場合の記載を削除した。 

        ウ 針刺し事故を防止するため、廃棄容器に工夫を施すとともに設置場所及び設置

方法についても工夫することを記載した。 

（３）各赤十字血液センターの業関連文書管理責任者は、「A0C001 血液センター業関連文

書管理手順書」に従い、以下のとおり対応すること。 
ア 別紙１を含む本通知の写しを「C3C005 採血 SOP 採血管理（版数５）」の複写文

書に、綴じること。 

イ 別紙２を含む本通知の写しを「C3C005 採血 SOP 採血管理（版数６）」の複写文

書に、綴じること 

 

３ 実施時期及び報告について 

（１）上記１については、環境が整い次第速やかに実施することとし、遅くとも平成

27 年３月 31 日（火）までには実施すること。 

（２）実施状況について、別紙４報告様式を用いて平成 27 年３月 15 日（日）までに

血液事業本部医務採血課あて電子ファイルにて報告すること。 

   医務採血課メールアドレス saiketsu@jrc.or.jp 

 

４ 留意事項 

（１）採血前検査における感染性廃棄物容器の設置等については、平成 22 年 11 月９日

付血採第 66 号「採血前検査における感染性廃棄物の取り扱いについて」に留意す

ること。 

（２）感染性廃棄物容器の設置位置、設置方法等については、必要に応じてマニュアル

に規定すること。 

（３）関係職員に対して十分周知を図るよう教育訓練を実施すること。 

（４）当該感染性廃棄物の設置位置、設置方法等の実例（別紙３）を添付するので参考

とすること。 

（５）「C3C005 採血 SOP 採血管理」の改訂については、次回改訂時に併せて実施する予

定であること。 

（６）別紙４報告様式については、各赤十字血液センター代表メールアドレスあて電子

ファイルにて配付すること。 
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「C3C005採血 SOP採血管理（版数６）」 
変更前 変更後 

P18 

７．８ 検査用血液採取と管理 

 

P18 

７．８ 検査用血液採取と管理 

 
(7(7)  針刺し事故防止の為、使用した針は速やかに処理する。 

注）使用済み器具の取扱い 

① 針刺し事故防止の為、採血前検査に用いた針や注射器は、直ちに処理する。原則
としてリキャップをせず堅牢な容器に廃棄後、感染性廃棄物（黄色のバイオハザ

ードマーク貼付）として処理する。（図 1参照） 

廃棄容器は、内容物が飛び出さないような構造の容器を選択するか、必要に応じ

て投入口にガードを設置する等の工夫を施すこと。 

② リキャップ台を使用する場合も、リキャップ後、上記①と同様に速やかに処理す
る。 

③ 採血前検査に使用した血液型判定板、消毒用綿花、血液型判定用抗体の空瓶等は一
般ゴミと区別し、感染性廃棄物（原則として橙色のバイオハザードマーク貼付）と

して処理する。 

)  針刺し事故防止の為、使用した比重針又は注射器は直ちに処理する。 

注）使用済み器具の取扱い 

① 採血前検査に用いた比重針や注射器は、直ちに処理する。使用した針はリキャッ
プをせず堅牢な容器に直接廃棄後、感染性廃棄物（黄色のバイオハザードマーク

貼付）として処理する。 

廃棄容器は、内容物が飛び出さないような構造の容器を選択するか、必要に応じ

て投入口にガードを設置する等工夫すること。（図 1 参照）また、容器が横転し

ないように設置場所及び設置方法についても工夫を施し、清潔区域と区分して設

置すること。 

②  採血前検査に使用した血液型判定板、消毒用綿花、血液型判定用抗体の空瓶等は一

般ゴミと区別し、感染性廃棄物（原則として橙色のバイオハザードマーク貼付）と

して処理する。 
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別紙 6-3 

 

７．８ 検査用血液採取と管理 

(1)  採血に適した血管がある腕を採血側とし、反対側の腕で採血前検査用血液を採取する。 

(2)  検査側の肘関節より約 10cm 上を駆血帯でしばり、静脈を怒張させたのち消毒用綿花を

用いて穿刺部位を中心に末梢から中枢に向かってあらゆる方向に拭く。 

(3)  皮膚消毒後は消毒部位に触れてはならない。触れた場合は再度消毒する。 

(4)  消毒液が乾燥したことを確認後穿刺する。 

(5)  検査用に選定した血管より比重針又は注射器で、血球計数検査用試験管に規定量を採

取する。 

(6)  駆血帯をはずし、抜針と同時に針跡に滅菌ガーゼ等を当てて圧迫固定する。 

(7)  針刺し事故防止の為、使用した比重針又は注射器は直ちに処理する。 

注）使用済み器具の取扱い 

① 採血前検査に用いた比重針や注射器は、直ちに処理する。使用した針はリキャッ
プをせず堅牢な容器に直接廃棄後、感染性廃棄物（黄色のバイオハザードマーク

貼付）として処理する。 

廃棄容器は、内容物が飛び出さないような構造の容器を選択するか、必要に応じ

て投入口にガードを設置する等工夫すること。（図 1 参照）また、容器が横転し

ないように設置場所及び設置方法についても工夫を施し、清潔区域と区分して設

置すること。 

②  採血前検査に使用した血液型判定板、消毒用綿花、血液型判定用抗体の空瓶等は一

般ゴミと区別し、感染性廃棄物（原則として橙色のバイオハザードマーク貼付）と

して処理する。 

(8)  献血者の採血（製造）番号ラベルが貼付された血球計数検査用試験管に、比重針又は

注射器で採取した血液を入れ、凝固防止のため速やかに転倒混和（8～10 回）する。 

(9)   血球計数検査用試験管は試験管立て等に立てるか専用容器に保管する。 

(10)  Sys『ラベル選択』画面の穿刺血管欄に穿刺部位（左右・内正外）、著変の有無を入力

する。必要に応じて、血管が細い、同側採血、献血者の希望等の情報を『採血適種類

指示』画面の伝達（看護師）に入力する。P

＊
P 

＊：Sys 同側採血で、止むを得ず採血用の血管から採血前検査用血液を採取する場合

は、献血者に同意を得て、皮下出血に十分注意して採取する。その旨を『採血適

種類指示』画面の伝達（看護師）に入力する。 

(11)  他の献血者の検査用試験管と混在しないよう管理する。 

(12)  Sys『ラベル選択』画面から『事前検体採取入力』画面に遷移後、血算欄の検体有無

を選択P

＊
Pし、血球計数検査用試験管に貼付された採血（製造）番号ラベルのバーコー

ドを読み込む。 

(13)  Sys 検体特記の有無を確認する。検体特記がある場合は、検体「特記入力」ボタンを

押下し『検体に関わる特記』を入力する 
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平成27年2月20日付血採血第14号_調査

リキャップ実施 施設名　 リキャップ手順の廃止年月日

北海道 北海道 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

青森 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

岩手 有 盛岡大通り出張所及び移動採血車 平成27年1月20日

宮城 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

秋田 有 固定施設及び移動採血 平成27年1月23日

山形 有 全施設 平成27年1月23日

福島 有 全施設 平成27年1月22日

茨城 有 全施設 平成27年3月10日

栃木 有 固定施設及び移動採血 平成27年3月17日

群馬 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

埼玉 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

千葉 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

東京 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

神奈川 有 移動採血
平成27年3月2日（横浜事業所移動採血）
平成27年3月11日（採血課移動採血）

新潟 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

山梨 有 移動採血及び甲府出張所 平成27年1月23日

長野 有 全施設 平成27年3月17日

富山 有
移動採血

富山駅前出張所
平成27年3月3日
平成27年3月1日

石川 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

福井 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

岐阜 有
あかなべ献血ルーム
新岐阜出張所
移動採血

平成27年2月27日
平成27年3月6日
平成27年3月6日

静岡 有 全施設 平成27年3月15日

愛知 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

三重 有

三重センター母体
移動採血車
四日市出張所
伊勢出張所

平成27年3月10日
平成27年3月10日
平成27年3月11日
平成27年3月10日

東海北陸

ブロック センター
平成27年1月21日付事務連絡_調査

東北

関東甲信越

採血前検査における比重針及び採血針のリキャップ実施状況
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滋賀 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

京都 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

大阪 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

兵庫 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

奈良 有 移動採血 平成27年1月21日

和歌山 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

鳥取 有 日吉津出張所 平成27年1月23日

島根 有 全施設 平成27年1月27日

岡山 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

広島 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

山口 有 全施設 平成27年3月2日

徳島 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

香川 有 移動採血 平成27年2月16日

愛媛 有
移動採血

大街道出張所
平成27年1月29日
平成27年1月25日

高知 有 本町出張所及び移動採血車 平成27年3月15日

福岡 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

佐賀 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

長崎 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

熊本 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

大分 有
移動採血

わさだ出張所
平成27年3月1日
平成27年3月16日

宮崎 無 平成27年1月21日付事務連絡_調査以前

鹿児島 有
献血プラザかもいけクロス、
天文館出張所及び移動採血

平成27年3月2日

沖縄 有 移動採血 平成27年2月27日

近畿

中四国

九州


